
              

 

＜三沢市遠隔手話サービス利用依頼カードについて＞ 

 

 

◯受付等で、聴覚に障がいのある方から「三沢市遠隔手話サービス利用カード」（下記）の提

示がありましたら、ご協力をお願いします。 

 

◯カードのイラストを窓口等に掲示していただくと、聴覚に障がいのある方の同サービスの

利便性がより向上します。 

下記イラストをご自由にご利用ください。 
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＜裏＞ 
        

                           三沢市遠隔手話サービス 

         

                   

 

 

 

音声 手話 

利用者 
市手話通訳者 

 
 
 

    スマートフォン・タブレット等を用いて 

市役所の手話通訳者が手話通訳を行います。 

通訳の際は、機器の位置や音量等、 

ご協力をお願いします。 
 

 

 

                                         

                                       問い合わせ先 三沢市福祉部障害福祉課  

               TEL 0176-51-8772 

 

三沢市遠隔手話サービスを利用します 


